
 

議案第５０号 

佐野市立学校設置条例等の改正について 

佐野市立学校設置条例等の一部を改正する条例を次のように定めます。 

令和元年６月７日提出 

           佐野市長 岡 部 正 英   

佐野市立学校設置条例等の一部を改正する条例 

（佐野市立学校設置条例の一部改正） 

第１条 佐野市立学校設置条例（平成１７年佐野市条例第８７号）の一部を

次のように改正する。 

別表第１佐野市立葛生小学校の項から佐野市立氷室小学校の項までを削

る。 

別表第２佐野市立葛生中学校の項及び佐野市立常盤中学校の項を削る。 

別表第３に次のように加える。 

佐野市立葛生義務教育学校 佐野市葛生西三丁目４番１号 

（佐野市立学校設置条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第２条 佐野市立学校設置条例の一部を改正する条例（平成２９年佐野市条

例第２７号）の一部を次のように改正する。 

附則中「平成３２年４月１日」を「令和２年４月１日」に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和４年４月１日から施行する。ただし、第２条の規定は、

公布の日から施行する。 

  

 

理 由 

  佐野市立葛生義務教育学校を設置し、及び所要の規定を整備するため本

条例を改正したいので提案するものです。 



議案第５０号参考資料 

佐野市立学校設置条例の改正案 新旧対照表 

（第１条関係） 

現       行 改   正   案 

別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係） 

小学校 小学校 

名称 位置 

（略） （略） 

佐野市立葛生小学校 佐野市葛生西一丁目12番１号 

佐野市立葛生南小学校 佐野市中町1104番地 

佐野市立常盤小学校 佐野市仙波町331番地１ 

佐野市立氷室小学校 佐野市水木町51番地 
 

名称 位置 

（略） （略） 

 

 

別表第２（第２条関係） 別表第２（第２条関係） 

中学校 中学校 

名称 位置 

（略） （略） 

佐野市立葛生中学校 佐野市葛生西三丁目4番1号 

佐野市立常盤中学校 佐野市豊代町2167番地 
 

名称 位置 

（略） （略） 

 

 
 

別表第３（第２条関係） 別表第３（第２条関係） 

  義務教育学校   義務教育学校 

名称 位置 

（略） （略） 
 

名称 位置 

（略） （略） 

佐野市立葛生義務教育学校 佐野市葛生西三丁目4番1号 
 



佐野市立学校設置条例の一部を改正する条例（平成２９年佐野市条例第２７号）の改正案 新旧対照表 

（第２条関係） 

現       行 改   正   案 

   附 則 

この条例は、平成32年４月１日から施行する。 

   附 則 

この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

 


